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出典：(厚生労働省ホームページ)『「年収の壁」への当面の対応策』を引用し編集 https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150695.pdf

「年収の壁」への当面の対応策 厚生労働省2023年9月27日発表

○ 被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認しているところ、
短時間労働者である被扶養者（第３号被保険者等）について、一時的に年収が130万円以上とな
る場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動である旨

の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。
※ あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続２回までを上限とする。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

◆キャリアアップ助成金 ※省令の改正が必要

キャリアアップ助成金のコースを新設し、短時間労働者が

被用者保険（厚生年金保険・健康保険）

の適用による手取り収入の減少を意識せず働くことができ

るよう、労働者の収入を増加させる取組を行った

事業主に対して、労働者１人当たり最大50万円の支

援を行う。なお、実施に当たり、支給申請の事務を簡素

化。

労働者の収入を増加させる取組については、賃上げや所

定労働時間の延⾧のほか、被用者保険適用に伴う保険

料負担軽減のための手当（社会保険適用促進手当）

として、支給する場合も対象とする。

◆社会保険適用促進手当

事業主が支給した社会保険適用促進手当については、

適用に当たっての労使双方の保険料負担を軽減するた

め、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限

として被保険者の標準報酬の算定において考慮しない。

106万円の壁への対応 130万円の壁への対応

◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被扶養者認定基準（年収130万円）について、労働時

間延⾧等に伴う一時的な収入変動による被扶養者認定

の判断に際し、事業主の証明の添付による迅速な判断を

可能とする。

◆企業の配偶者手当の見直しの促進

特に中小企業においても、配偶者手当の見直しが進
むよう、

（１）見直しの手順をフローチャートで示す等わかり
やすい資料を作成・公表するとともに、

（２）中小企業団体等を通じて周知する。

配偶者手当への対応

このほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組
む中小企業等に対する助成金（業務改善助成金）の活用も促進。

NSRにゅーすのバックナンバーはこちらのURLへ→ https://nsr-j.com/
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